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会 議 録 

会議の名称 令和７年度第４回つくば市公共交通活性化協議会 

開催日時 令和８年(2026 年)３月 19 日 開会 14:00 閉会 16:00 

開催場所 つくば市民センター３階大会議室Ａ・Ｂ 

事務局（担当課） 都市計画部総合交通政策課 

公開・非公開の別 ■公開 □非公開 □一部公開 傍聴者数 ３名 

非公開の場合は 

その理由 

 

議題 （１）審議案件 

・案件１ 令和７年度のアンケート調査及び現行計画の点検

・評価及び総合都市交通体系調査の中間評価につ

いて 

・案件２ 第２次つくば市地域公共交通計画の策定について 

・案件３ つくバス運賃改正の検討について 

・案件４ つくばね号の令和８年度地域公共交通確保維持改

善事業（フィーダー補助）に係る地域公共交通計

画変更認定申請について 

 

（２）報告案件 

・案件１ 地域カルテについて 

・案件２ 地域連携公共ライドシェア（つくば・土浦、筑波

山エリア）について 

 

会議録署名人 ― 確定年月日 令和  年  月  日 

会

議

次

第 

１ 開会 

２ 会長挨拶 

３ 議題 

（１） 審議案件 ４件 

（２） 報告案件 ２件 

 ※各案件項目は「議題」のとおり 

４ その他 

５ 閉会 

＜審議内容＞○：委員 ●：事務局  

・審議案件１ 令和７年度のアンケート調査及び現行計画の点検・評価及び総
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合都市交通体系調査の中間評価について 

●事務局：令和７年度のアンケート調査及び現行計画の点検・評価及び総合 

都市交通体系調査の中間評価について説明。 

 

○委 員：つくば市が課題として認識しているコミュニティバス利用者の満 

足度については、運行本数、運行時間帯、バス待ち環境の改善が挙 

げられている。今後、これらをどのように改善していくのか検討 

が必要である。その前提として、運行本数や運行時間帯の改善に 

あたり、どの路線・地域を対象とするのか、既に検討しているのか 

伺いたい。また、バス待ち環境についても、どの箇所を優先的に改 

善していくのかについて、他計画との関連を踏まえた今後の考え 

方を確認したい。 

●事務局：運行本数及び運行時間帯については、現時点で特定の路線や地域 

を対象としているわけではないが、つくバスと関東鉄道のバス路 

線が重複している区間（例：北部シャトルとテクノパーク大穂線 

など）が存在している。このような区間において、路線の統合やダ 

イヤ調整を行うことで、運転士の効率的な再配置等により、運行 

本数や時間帯の拡充を図っていきたいと考える。一方で、運転士 

不足が課題となっていることから、つくば市では令和７年度から 

運転士採用補助事業を実施している。具体的には、市内を運行す 

るバスやタクシーの運転士を採用した場合に、必要な免許取得費 

用の一部（半額）を補助するものである。 

バス待ち環境については、気候市民会議においても意見が寄せら 

れており、自宅からバス停までの移動手段として自転車を活用す 

るなど、ラストワンマイルの改善が重要と認識している。今後は、 

こうした観点からの取組を進めていきたい。なお、本会議で諮る 

つくば市地域公共交通計画においてもバス待ち環境の整備を施策 

として位置付けている。 

○委 員：今後の地域公共交通計画の中で施策に反映していくとのことで、 

承知した。 

 

○委 員：総合都市交通体系調査の中間評価は、令和７年度に実施した取組 

を対象としたものとの理解でよいか。 

●事務局：総合都市交通体系調査の中間評価は、令和７年度の取組のみを対 

象としたものではなく、平成 27 年度の見直し以降の取組全体を対 

象として評価している。そのため、個別の取組については、平成 27 
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年度以降の取組内容を通して評価を行っている。一方で、各施策 

レベルの評価については評価時点を設定しており、中期評価につ 

いては令和７年度時点での評価として整理している。なお、指標 

については備考欄に記載のとおり、令和７年度のアンケート結果 

や最新のデータを用いて評価している。また、都市交通体系の検 

討視点に基づく評価についても、施策レベルの評価と同様の考え 

方で実施している。 

 

○委 員：総合都市交通体系調査の中間評価（第３段階）における、都市交通 

体系の検討視点に基づく評価のうち、徒歩・自転車分担率につい 

て確認したい。中期値として 15.5％が示されているが、徒歩と自 

転車の内訳はどのようになっているのか。また、それぞれの推移 

について把握しているか。 

●事務局：令和７年度の中期評価における内訳は、自転車が 8.5％、徒歩が 6.9 

％となっている。なお、平成 27 年度及び令和２年度については、 

内訳の評価は不明である。 

 

○会 長：現行計画の指標 3-3 である「つくば市の主要渋滞箇所数」につい 

ては未達成とのことであるが、本会議で取り上げたとしても、当 

該指標の達成を目的として直接的に施策を講じる議論にはなりに 

くいと考えられる。このため、当該課題については、茨城県移動性 

・安全性向上委員会における検討に委ねるべきではないかと考え 

る。 

関連して、同委員会で扱われている交通事故多発地点の一つとし 

て、吾妻一丁目南交差点が挙げられる。当該交差点では、左折可レ 

ーンを高速度で通過する車両や、西大通の右折レーンにおける滞 

留車両の影響により、車線ごとの交通流に乱れが生じている。ま 

た、西大通側からの右折車と直進車の衝突事故が多いとの指摘が 

ある。これらを踏まえ、つくばセンター周辺における交通流全体 

の見直しが必要であるとの認識が示された。今後、総合都市交通 

体系に関する議論の中で検討していくことが望ましい。 

○会 長：点検結果を承認する。 

 

 

・審議案件２ 第２次つくば市地域公共交通計画の策定について 

●事務局：第２次つくば市地域公共交通計画の策定について説明。 
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○委 員：資料 2-2 のパブリックコメント案からの修正内容のうち、つくば 

エクスプレスの公共交通軸の定義について確認したい。つくばエ 

クスプレスを対象としないこと自体は理解できるが、その理由が 

明確に示されていない。可能であれば、「○○のため」といった形 

で理由を記載しておくことで、問い合わせ対応の観点からも望ま 

しいのではないか。 

●事務局：理由を記載した方が納得感が得られるとの指摘はもっともであり、 

会長と相談のうえ、理由の追記を検討する。 

 

○委 員：資料 2-3「第２次つくば市地域公共交通計画」本編 41 ページに示 

されている指標④及び指標⑤については、第１次計画の指標とは 

定義が異なる。新たな指標の定義は記載されているが、第１次計 

画における指標の定義についても簡潔に説明を補足すると良いの 

ではないか。記載箇所としては、資料 2-4 の参考資料における補 

足でも差し支えないと考える。 

○会 長：現行計画の指標 1-5 は、居住誘導区域及び都市機能誘導区域を合 

わせたバス停カバー圏域人口を対象としているが、新たな指標で 

はそれぞれのカバー率で示されている。新指標は居住誘導区域の 

みを対象としており、その点に差異がある。 

○委 員：承知した。駅から 800m 圏域の扱いなども影響している可能性があ 

ると考える。 

●事務局：現行計画の指標 1-5 は、バス停から 500m 圏域で算出している。一 

方、指標５についてはバス停からの圏域を 300m としており、その 

点が影響している。 

○委 員：距離が短くなることでカバー率は低下すると思われるが、承知し 

た。 

○会 長：つくば市は地形が平坦であるため、バス停圏域を 300m とする設定 

は一定程度妥当と考えられる。一方で、横浜市都筑区や金沢区の 

ように起伏のある地域では、300m であってもアクセスが困難な場 

合があり、圏域をさらに狭めることも考えられる。ただし、圏域を 

狭めた場合にはバス停数の増加が必要となり、カバー率の向上と 

走行効率性とのトレードオフが生じる。 

●事務局：現行の圏域設定（300m）については参考資料（67 ページ）に記載 

があるが、第１次交通計画における設定との違いについても補足 

的に記載できないか検討したい。 
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○委 員：概要版６ページ及び資料 2-3「第２次つくば市地域公共交通計画」 

本編 18 ページに掲載されている中心部の図について、公共交通軸 

の線が細く見える。 

●事務局：電子データに誤りはないが、印刷資料では線が細く表示されてい 

る。改めて確認する。 

○会 長：谷田部上部における市街化区域の灰色の着色について、投影資料 

と印刷資料で表示が異なっているため、併せて確認してほしい。 

非常に大事な図であることから、間違えないようにしていただき 

たい。 

 

○委 員：資料 2-5「第２次つくば市地域公共交通計画概要版」について、２ 

～３ページと４～５ページの構成に違和感がある。２～３ページ 

では基本方針を説明しているように見えるが、実際には現状の記 

載となっており、４～５ページに方針が示されている。このため、 

どちらが基本方針なのか説明時に分かりづらいのではないか。例 

えば、第２章の基本方針を４ページ冒頭に配置するなど、構成を 

工夫することで使いやすくなると考える。 

○会 長：概要版を用いて PR することを踏まえると、振り返りは後段に配置 

するなど、構成について戦略的に検討してはどうか。 

 

○委 員：概要版６ページの図について、市街化区域、都市機能誘導区域、居 

住誘導区域がべた塗りで重ねて表示されているが、実際には市街 

化区域の上に都市機能誘導区域や居住誘導区域が重なる関係にあ 

る。このため、透過表示とするなど、重なり関係が分かるような表 

現を検討してはどうか。 

●事務局：市街化区域の表現も含め、どのような形で分かりやすく表現でき 

るか確認し、検討を進める。 

○会 長：冊子の印刷は令和７年度予算で実施するのか。 

●事務局：そのとおりである。 

 

○会 長：修正箇所については、会長と事務局で調整することとし、その修正 

を前提として承認する。 

 

・審議案件３ つくバス運賃改正の検討について 

●事務局：つくバス運賃改正の検討について説明。 
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○委 員：アンケートを実施する上で、これまで収支率向上のためにどのよ 

うな取り組みをしてきたか、なぜ路線バスとの運賃差を縮小しな 

ければならないかについて、丁寧な説明が必要ではないか。市内 

には高齢者が多く、運賃値上げに対する心理的負担は大きいので 

はないか。運賃値上げにより利用者が減少し、かえって収支率が 

下がるリスクも考えられるのではないか。アンケートにて収支率 

の望ましい水準を市民に問うのは、専門性が高く回答のハードル 

が高いのではないか。 

●事務局：収支率向上の取り組み、なぜ路線バスとの運賃差を縮小しなけれ 

ばならないかについては、御指摘のとおりアンケート案に記載し 

ていない状況であるため、適宜追記するなどして、市民に対し丁寧 

に説明できるようにする。資料３における令和８年度の収支率の 

推計にあたっては、運賃改正による利用者の変動（値上げに伴う利 

用者離れ）は未考慮となっているため、利用者の減少によりかえっ 

て収支率が想定ほど改善されないリスクについては御指摘のとお 

りである。通勤利用者は会社等から通勤手当が出るため値上げ後 

も変わらずつくバスを利用するのではないかと考えているが、一 

方で通学利用者については家計の負担が増加するため、関東鉄道 

と負担軽減策を議論する必要があると考える。収支率の望ましい 

水準を問うアンケート設問は、幹事会での議論を反映しており、一 

般市民の感覚として収支率をどのようにとらえているかを把握し 

ようとするものであったが、削除も含めて精査する。 

 

○委 員：特に通学利用者の保護者の負担が大きくなる。アンケートでは通 

学の定期券代がどれほど値上げになるのか例を示す必要があるの 

ではないか。 

●事務局：定期券代の値上げに関する説明をアンケートに追加する。併せて、 

高齢者には高齢者運賃割引証で運賃が半額になる制度があるの 

で、半額の場合の値上げ料金も示すようにする。 

 

○委 員：他の自治体はコミュニティバスをどれほどの運賃水準で運行して 

いるのか。 

●事務局：つくバスは区間制だが、近隣自治体では均一料金が多い。 

○委 員：つくば市と同程度あるいは安い自治体が多い印象である。龍ケ崎 

市では「昼間割引」の上限運賃が改定されるとのことだが、どのよ 
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うな流れで進めているのか。わかるようであれば教えていただき 

たい。 

●事務局：龍ケ崎市に確認する。なお、龍ケ崎市の「昼間割引」制度は、コミ 

ュニティバスではなく路線バスが対象である。 

○委 員：龍ケ崎市における「昼間割引」の上限運賃の改定については、市や 

関東鉄道の収支を勘案し、改定を実施することとなった。 

 

○委 員：高齢者割引について、アンケートの中で値上げ料金を説明する際 

には、割引前の料金なのか割引後の料金なのか、誤解のないよう 

に御注意いただきたい。資料３の５ページにて、値上げにより運 

賃収入が現行の 1.4 倍になると推計されていることから、利用者 

が支払う運賃も 1.4 倍前後になると理解した。一方で、４ページ 

の例示ではつくバスの運賃が 200 円から 350 円に値上がりするこ 

ととなっており、これは現行の 1.5 倍を超える。改正案では値上 

げの上限は 150 円となっているが、現行の 1.5 倍を上限にすると 

いう考え方もあるのではないか。 

●事務局：アンケート中の説明については表現に注意する。値上げの上限に 

ついては今後もシミュレーションを重ね、検討する。 

 

○委 員：茨城運輸支局の立場より参考として申し上げさせていただきたい。 

感覚論ではあるが、つくバスの運賃水準は高くも安くもなく妥当 

であるととらえている。また、収支率はコミュニティバスの中で 

は好調なほうであるととらえている。ゆえに、運賃値上げの必要 

性を疑問視する声も当然あると認識している。一方で、バス会社 

やタクシー会社の運転士不足が深刻な状況である。運転士が足り 

ずに路線を維持できず、運行事業者が撤退している地域もある。 

運転士不足の背景には運転士の給与体系をなかなかボトムアップ 

できていない実態がある。加えて、原油価格も高騰している。ま 

た、路線バスとの運賃差を小さくすることは、利便性向上につな 

がるのではないかと考える。これらを踏まえ、住民の理解を得な 

がら運賃改正を進めていく必要があるのではないかと考えてい 

る。 

 

○委 員：アンケートのリード文に、なぜ運賃を改定しなければならないの 

かについての説明をもう少し記載するべきではないか。収支率や 

路線バスとの運賃差だけでなく、地域全体で公共交通を維持する 
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ことが必要な社会情勢などを踏まえて記載できるとよいのではな 

いか。 

●事務局：いただいた意見を踏まえ、アンケート冒頭の説明文を検討する。 

 

○委 員：現状を市民にきちんと理解していただくことが重要である。アン 

ケート案におけるつくバス運行経費の変化を示すグラフについ 

て、これまで様々な経緯で運行経費が推移してきたことや、令和 

８年度に大きく運行経費が増加してしまう理由を理解していただ 

くには情報が足りず、グラフの意図が伝わらないのではないか。 

アンケート案では、現行運賃に対して改正後運賃（案）に幅があ 

り、市民は理解しづらいのではないか。資料３の４ページのよう 

な図を添える必要があるのではないか。つくバスをよく利用する 

人とほとんど利用しない人で回答が大きく変わると考えられるた 

め、利用頻度を把握する必要があるのではないか。 

●事務局：つくバス運行経費の変化や、改正後運賃（案）について、わかりや 

すくなるように説明を見直す。 

 

○会 長：通学定期の値上げを抑えるなど、様々な負担軽減策のオプション 

がないと、市民の理解は得られにくいのではないか。運賃改正の 

時期を考慮すると、アンケートは実施する前提で準備しなければ 

ならない。ただし、アンケートの内容については必要に応じて幹 

事会あるいは書面協議を開催し、再度議論する。以上のことを前 

提に、本案件について承認とする。 

 

 

・審議案件４ つくばね号の令和８年度地域公共交通確保維持改善事業（フィ

ーダー補助）に係る地域公共交通計画変更認定申請について 

●事務局：つくばね号の令和８年度地域公共交通確保維持改善事業（フィー 

ダー補助）に係る地域公共交通計画変更認定申請について説明。 

     なお、本提出の際、関東運輸局から軽微な修正指示が入った場合、 

     事務局の方で対応させていただく。 

 

○委 員：計画別紙の 18 番に本日の協議会の内容を追記する必要がある。 

●事務局：御指摘のとおり対応する。 

 

○委 員：目標１における指標について、つくばね号の目標値のハードルが 



様式第１号 

つくタクより低い印象だが、何か意図があるのか。 

●事務局：これまでの実績を加味し実現可能と考えられる目標値を設定して 

いる。つくばね号はエリアが限られているため、自ずと利用者も 

限られることで、利用者数に関してはつくタクとの数値の差が生 

じていると理解している。 

○委 員：つくばね号については、利用者が少ないことを前提にしているゆ 

えに赤字が大きくても仕方なしという理解になるか。 

●事務局：つくばね号は生活支援交通に位置付けており、生活の足の確保を 

目標とするものである。収支率が低いことは認識しているがそれ 

でも必要性があると考えている。収支率の指標についても少しで 

も改善するために、実現可能な目標値を設定している。 

 

○会 長：本案件について承認とする。 

 

 

・報告案件１ 地域カルテについて 

●事務局：地域カルテについて報告。 

 

○会 長：地域カルテは、例えば研究や調査に使うなど、我々もハンドリング 

できるのか。あるいはつくば市役所内部向けのデータベースなの 

か。 

●事務局：市役所内部向けのデータベースとし、活性化協議会や幹事会など 

での議論に活用することを基本に考えている。 

○会 長：紙面に印刷するだけでなく、会場の画面上でハンドリングしなが 

ら議論に活用できるとよい。 

 

 

・報告案件２ 地域連携公共ライドシェア（つくば・土浦、筑波山エリア）につ

いて 

●事務局：地域連携公共ライドシェア（つくば・土浦、筑波山エリア）につい

て報告。 

 

○会 長：電話予約も認めているのか。 

●事務局：牛久・下妻エリアに関しては当初予定より電話予約を盛り込んで 

いる。 

 



様式第１号 

 

・その他 

○委 員：企業バスやスクールバスもおり、つくば駅や研究学園駅の周辺が 

危険な状況になっている。誰かが主体的に対応する必要があり、 

ぜひ総合交通政策課にお願いしたい。また、研究学園駅近くにイ 

オンが新設されるため、周辺道路が渋滞するのではないかという 

声がある。公共交通でまかなったり、道路を改善したりといった 

コーディネートについてもぜひ総合交通政策課にお願いしたい。 

○会 長：つくば駅前の中央通りの渋滞については、筑波大学の演習授業で 

も研究教材として用いており、昨日、研究結果をつくば市長にお 

話しした。そこで市長から県と調整が必要とコメントをいただい 

たので、今後茨城県と調整したい。 

 

●事務局：今年度の協議会は本日で終了となる。次年度第１回の協議会は６ 

月ごろを予定している。 

 

以上 

 


